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「
適
正
規
模
」、
学
校
廃
校
は
、
市
の

条
例
に
よ
っ
て
進
め
る
べ
き
事
項
で

は
な
い

今
回
、
大
阪
市
議
会
に
お
い
て
学
校
活
性
化
条
例
が
改
正
さ
れ
、「
小

学
校
の
学
級
数
は
12
～
24
学
級
が
適
正
規
模
で
あ
る
」
と
し
て
、「
教
育

委
員
会
は
適
正
規
模
に
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

条
文
が
導
入
さ
れ
た
。
あ
た
か
も
市
の
条
例
に
よ
っ
て
小
規
模
校
が
統

廃
合
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
2
0
2
0
年

1
月
15
日
の
「
大
阪
市
総
合
教
育
会
議
」
で
、
安
易
に
条
例
「
改
正
」

に
よ
っ
て
「
学
校
再
編
を
進
め
や
す
く
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
ず
、
市
議
会
が
条
例
で
「
適
正
規
模
」、
す
な
わ
ち
学
校

統
廃
合
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
自
体
、
国
内
で
前
例
が
な
く
教

学
校
つ
ぶ
し
で
は
な
く
、

地
域
徒
歩
圏
に
少
人
数
学
級
の
学
校
を

育
条
理
的
に
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
学
校
の
「
適
正
規
模
」
は
あ
く
ま
で
教
育
行
政
が
判

断
す
る
べ
き
「
教
育
的
事
項
」
で
あ
り
、
市
議
会
が
政
治
的
に
決
定
す

る
事
柄
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
学
校
の
適
正
規
模
を
教
育
学
的
に
考

え
て
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
進
め
て
い
く
か

は
、
一
般
行
政
か
ら
独
立
し
て
教
育
行
政
を
行
う
教
育
委
員
会
が
担
当

す
る
事
項
の
中
で
も
中
心
的
な
事
柄
で
あ
る
。
教
育
委
員
会
が
「
教
育

的
判
断
」
を
す
る
べ
き
で
、
市
の
条
例
で
強
制
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
内

容
で
は
な
い
の
だ
。
今
回
の
大
阪
市
の
事
例
は
、
教
育
委
員
会
も
共
犯

的
で
、
合
わ
せ
て
ひ
ど
い
内
容
の
「
規
則
」
を
制
定
し
て
い
る
の
で
区

別
し
づ
ら
い
が
、「
条
例
」
化
は
市
側
に
よ
る
教
育
行
政
へ
の
「
不
当
な

支
配
（
教
育
基
本
法
第
17
条
）」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
な
か
な
か

進
ま
な
い
統
合
に
市
側
が
業
を
煮
や
し
て
無
謀
な
決
定
を
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

山
本
由
美
（
ヤ
マ
モ
ト
ユ
ミ
）
和
光
大
学
教
授

著
書
に
「
小
中
一
貫
教
育
を
検
証
す
る
」
花
伝
社
、「
義
務
教
育
学
校

の
改
革
」
岩
波
書
店
1
9
7

－

2
0
2
頁
、「﹃
小
中
一
貫
﹄
で
学
校

が
消
え
る
」
共
著
新
日
本
出
版
社
13

－

52
頁

山
本
由
美
（
和
光
大
教
授
）
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教
育
委
員
会
の
「
基
準
」
は
根
拠
が

不
明
で
あ
る

大
阪
市
内
に
は
2
8
9
校
の
市
立
小
学
校
が
あ
る
が
、
今
回
市
教
委

が
3
月
19
日
に
制
定
し
た
「
市
立
小
学
校
の
適
正
規
模
の
確
保
に
関
す

る
規
則
」
に
よ
れ
ば
「
対
象
校
」
は
84
校
（
複
式
学
級
校
１
、1
2
0
名

下
回
り
校
８
、
今
後
1
2
0
名
下
回
り
校
３
、
全
学
年
単
学
級
校
21
、

7
～
11
学
級
だ
が
単
学
級
が
出
る
見
込
み
校
13
、
7
～
11
学
級
校
38
）

と
約
3
分
の
1
が
該
当
す
る
と
さ
れ
る
。

大
阪
市
の
場
合
、
歴
史
的
に
み
て
も
学
校
と
地
域
の
協
力
関
係
が
強

く
、
貧
困
問
題
な
ど
を
抱
え
る
困
難
な
家
庭
や
地
域
を
学
校
や
教
師
た

ち
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
特
性
が
あ
る
。
特
に
小
学
校
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ

の
文
化
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
避
難
拠
点
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
橋
下
市
長
時
代
の
2
0
1
2
年
、東
京
な
ど
の
他
自
治
体
が
「
地

域
と
学
校
の
関
係
が
薄
れ
る
」
と
選
択
制
を
廃
止
、
見
直
し
を
進
め
る

中
で
時
代
に
逆
行
し
て
「
統
合
を
前
提
に
し
た
選
択
制
の
導
入
」
を
図
っ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
択
制
が
導
入
さ
れ
て
も
そ
の
利
用
者
は
比

較
的
少
な
く
大
阪
市
の
学
校
と
地
域
の
関
係
は
か
な
り
保
た
れ
て
き
た

と
い
え
よ
う
。

今
回
3
月
30
日
の
対
象
と
な
っ
た
10
校
の
小
学
校　
（
①
御
幸
森
小
学

校
・
中
川
小
学
校
、
②
生
野
中
学
校
区
―
林
寺
小
、
生
野
小
、
舎
利
寺

小
、
西
生
野
小
と
生
野
中
で
義
務
教
育
学
校
を
計
画
、
③
田
島
中
学
校

区
―
田
島
、
生
野
南
小
統
合
、
田
島
中
に
施
設
一
体
型
小
中
一
貫
校
、
④

梅
南
津
守
小
、
松
宮
小
統
合
）
に
つ
い
て
も
、
地
域
の
連
合
振
興
町
会

組
織
や
様
々
な
地
域
組
織
、
教
職
員
が
小
学
校
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
を
強
力
に

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
、
ま
さ
に
地
域
に
ね
ざ
し
地
域
に
守
ら
れ
た
小
学
校

で
あ
ろ
う
。
拙
速
な
統
合
計
画
は
、
大
阪
市
の
小
学
校
を
中
心
に
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
、
文
化
、
地
域
性
の
極
端
な
軽
視
に
他
な
ら
な
い
。

3
月
19
日
に
市
教
委
が
出
し
た
「
基
準
」
は
教
育
学
的
な
根
拠
が
明

確
で
は
な
い
。
ま
た
、
対
象
に
緊
急
に
統
合
が
必
要
な
規
模
の
小
学
校
は

1
校
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
現
在
「
7
～
11
学
級
」
規
模
の
中
川
小

（
11
学
級
！
）
舎
利
寺
小
、
梅
南
津
守
小
は
、
2
0
1
5
年
に
文
科
省
が

改
正
し
た
統
廃
合
の
「
手
引
き
」
内
の
「
統
廃
合
の
適
否
を
速
や
か
に
検

討
す
る
」
と
定
め
た
「
6
学
級
以
下
校
」
基
準
に
す
ら
該
当
し
て
い
な
い
。

大
阪
市
教
委
は
2
0
1
0
年
の
「
大
阪
市
学
校
適
正
配
置
審
議
会
答

申
」以
来「
12
～
24
学
級
」を「
適
正
規
模
」と
し
、「
11
学
級
以
下
」は「
ク

ラ
ス
替
え
で
き
ず
」「
人
間
関
係
固
定
化
」
と
い
っ
た
「
教
育
的
俗
説
」

を
根
拠
に
説
明
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
他
の
自
治
体
が
採
用
し
て
い
る

小
学
校
の
「
適
正
規
模
」
は
大
阪
市
よ
り
小
さ
い
「
12
～
18
学
級
」
が

多
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
も
1
9
5
0
年
代
の
昭
和
の
市
町
村
合
併
時
に

行
政
効
率
性
か
ら
算
出
さ
れ
た
「
標
準
学
級
数
」
の
数
字
を
用
い
た
も

の
で
あ
り
教
育
学
的
な
根
拠
は
な
い
。
子
ど
も
の
教
育
環
境
と
し
て
良

い
規
模
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

ま
た
、「
規
則
」
に
あ
げ
ら
れ
る
他
に
あ
ま
り
例
を
見
な
い
「
1
2
0

名
以
下
」
と
い
う
基
準
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
学
的
根
拠
に
基
づ
く
も

の
な
の
か
。
強
引
な
統
合
に
際
し
て
、
市
教
委
は
説
明
責
任
を
有
す
る
。

し
ば
し
ば
統
合
し
た
い
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
合
わ
せ
て
「
適
正
規
模
」
を
設
定

し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
自
治
体
が
多
い
の
だ
が
、
大
阪
市
も
同
様
で
は

な
い
の
か
。

ま
た
教
委
は
児
童
数
の
将
来
推
計
を
か
な
り
低
め
に
提
示
し
て
い
る

よ
う
だ
が
、
も
し
社
会
人
口
問
題
研
究
所
の
数
値
を
採
用
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
実
態
よ
り
低
め
に
算
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
市

教
委
が
独
自
に
算
出
す
る
べ
き
と
考
え
る
。
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不
十
分
な
合
意
形
成

こ
れ
ま
で
の
「
適
正
規
模
」
を
め
ぐ
る
混
乱
の
責
任
は
教
育
行
政
側

の
手
続
き
の
不
備
に
あ
る
。
保
護
者
や
住
民
と
の
合
意
形
成
を
十
分
に

行
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
「
条
例
」
化
で
強
引
に
解
決
す

る
こ
と
は
合
理
性
が
な
い
。
文
科
省
「
手
引
き
」
で
も
統
合
に
際
し
て

保
護
者
、
地
域
と
の
合
意
形
成
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

生
野
区
の
対
象
校
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
生
野
区
西
部
教
育
特
区
」

構
想
（
2
0
1
5
年
7
月
、
区
の
基
準
で
も
大
阪
市
の
基
準
で
も
な
い

「
特
区
」
を
勝
手
に
用
い
た
。）「
生
野
区
西
部
地
域
学
校
再
編
整
備
計

画
」（
2
0
1
6
年
3
月
）
で
、
西
部
1
中
8
小
を
統
合
し
て
一
貫
校

に
再
編
し
、
小
学
校
数
を
総
数
で
3
分
の
1
に
減
ら
す
大
規
模
な
統

廃
合
計
画
が
、
保
護
者
や
住
民
と
の
合
意
形
成
も
な
く
突
然
公
表
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
特
区
構
想
は
基
礎
に
な
っ
た
と
い
う
「
フ
ォ
ー

ラ
ム
参
加
者
な
ど
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
」
も
策
定
委
員
も
公
表
さ
れ

ず
、
多
く
の
関
係
者
は
広
報
で
計
画
を
知
っ
た
と
い
う
。
本
来
、
校
名

を
表
に
出
す
学
校
再
編
計
画
は
風
評
被
害
な
ど
も
あ
る
の
で
、
公
表

前
に
当
事
者
と
合
意
形
成
を
行
っ
て
か
ら
す
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ

る
。そ

の
後
も
、
対
象
校
の
地
域
全
て
で
説
明
会
な
ど
が
十
分
に
開
催
さ

れ
て
き
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
行
政
側
が
進
め
る
「
学
校
設
置
協
議
会
」

も
ご
く
一
部
で
し
か
開
催
さ
れ
る
状
況
で
な
い
。
逆
に
不
十
分
な
説
明
の

も
と
、
保
護
者
や
地
域
に
分
断
を
招
い
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
2
0
1
8
年
3
月
に
大
阪
市
議
会
に
生
野
区
の
計
画

白
紙
撤
回
を
求
め
る
陳
情
が
提
出
さ
れ
地
域
を
中
心
と
す
る
「
生
野
区

の
学
校
統
廃
合
を
考
え
る
会
」
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
条
例
化

後
も
2
月
に
「
強
引
な
手
法
を
取
ら
な
い
」
等
の
陳
情
が
挙
げ
ら
れ
る

な
ど
、
地
域
の
一
定
の
疑
問
の
声
は
具
体
化
し
て
い
る
。
市
教
委
は
ま
ず

こ
れ
ら
の
住
民
団
体
の
疑
問
に
応
え
る
機
会
を
持
ち
、
十
分
な
合
意
形

成
を
図
っ
て
か
ら
計
画
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
、
教
育
行
政
が
今

最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
地
域
徒
歩
圏

に
少
人
数
学
級
の
学
校
を

条
例
化
と
並
行
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
問
題
が
拡
大
し
、
大
阪
市
は
2
月

28
日
か
ら
小
中
学
校
全
校
休
校
、
4
月
7
日
に
は
緊
急
事
態
宣
言
が
出

さ
れ
る
状
況
に
な
っ
た
。
今
後
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
環
境
と
し
て
安
全

面
に
配
慮
し
て
、
十
分
な
社
会
的
距
離
を
保
て
る
少
人
数
学
級
（
少
人

数
指
導
）
の
導
入
、
安
全
面
を
考
え
て
近
距
離
の
徒
歩
圏
に
あ
る
小
学

校
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
。

近
年
進
め
ら
れ
て
き
た
「
切
磋
琢
磨
」「
人
間
関
係
固
定
化
を
避
け
る
」

と
い
っ
た
よ
う
な
根
拠
の
不
十
分
な
「
理
由
」
に
よ
る
統
合
に
よ
る
大
規

模
学
校
の
実
現
は
子
ど
も
の
安
全
、
健
康
面
か
ら
適
切
で
は
な
く
、
政

策
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
す
べ
き
と
考
え
る
。

特
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
、
感
染
が
起
き
や
す
い
条
件
の
あ

る
大
都
市
で
あ
る
大
阪
市
で
は
、当
面
の
間
、統
廃
合
計
画
を
凍
結
し
て
、

地
域
の
徒
歩
圏
に
あ
る
小
規
模
校
を
維
持
す
る
べ
き
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

生
野
区
生
野
中
学
校
区
の
場
合
、
も
し
も
予
定
さ
れ
て
い
る
西
端
に
一
貫

校
が
開
設
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
他
3
校
に
通
学
し
て
い
た
子
ど
も
の
通

学
距
離
は
大
幅
に
延
長
さ
れ
安
全
面
で
問
題
が
生
じ
る
。
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子
ど
も
へ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
懸
念
さ

れ
る
義
務
教
育
学
校
、
施
設
一
体
型

小
中
一
貫
校

ま
た
、
生
野
区
で
予
定
さ
れ
て
い
る
義
務
教
育
学
校
、
施
設
一
体
型

小
中
一
貫
校
な
ど
に
つ
い
て
は
、ま
だ
制
度
的
な
検
証
が
不
十
分
で
あ
り
、

そ
の
教
育
的
効
果
や
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

下
表
は
2
0
1
8
年
度
に
、
文
科
省
の
科
学
研
究
費
を
得
て
関
東
地

方
の
市
で
行
っ
た
普
通
の
小
・
中
学
校
（
連
携
型
）
と
施
設
一
体
型
一
貫

校
（
一
体
型
）
の
子
ど
も
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
「
教
師
か

ら
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
（
教
師
か
ら
ど
れ
だ
け
支
援
を
受
け
て

よ
い
関
係
に
あ
る
か
）」
項
目
の
結
果
で
あ
る
。
一
体
型
は
4
年
生
、
6

年
生
で
点
数
が
低
く
な
り
、
特
に
6
年
生
で
こ
の
傾
向
が
顕
著
だ
っ
た
。

他
項
目
で
も
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
一
貫
校
の
「
6
年
生
問
題
」
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
小
学
校
の
最
高
学
年
で
あ
る
高
学
年
が
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
活
躍
で
き
ず
、
そ
の
時
期
に
獲
得
す
る
自
己
有
用
感
な
ど
を
獲
得
で

き
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
学
入
学
時
に
気
持
ち
の
切
り

替
え
な
ど
「
リ
セ
ッ
ト
」
が
で
き
ず
、
中
学
時
代
の
充
実
感
に
も
差
が

出
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
。

ま
た
大
阪
市
の
計
画
で
は
、
一
体
型
に
す
る
根
拠
と
し
て
の
小
中
一
貫

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
事
前
に
教
師
等
も
関
与
し
て
作
成
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
単
に
統
合
の
方
途
と
し
て
一
貫
校
が
採
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
と
い

う
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
、
地
域
と
教
職
員
の
連
携

で
統
廃
合
を
ス
ト
ッ
プ

大
阪
市
は
最
も
近
い
モ
デ
ル

経
済
的
な
目
的
で
学
校
統
廃
合
を
進
め
、
そ
の
く
せ
「
教
育
的
理
由
」

で
親
を
だ
ま
し
、
跡
地
を
再
開
発
し
よ
う
と
す
る
計
画
は
日
本
だ
け
で
な

く
ア
メ
リ
カ
で
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
都
市
」、
シ
カ
ゴ
市

で
は
、
貧
困
な
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
住
む
地
域
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

な
り
、多
く
の
小
中
高
校
が
廃
校
に
な
っ
て
き
た
。「
テ
ス
ト
結
果
が
悪
い
」

か
ら
、と
い
っ
た
「
口
実
」
で
保
護
者・地
域
と
教
師
が
分
断
さ
れ
て
き
た
。

新たに浮上した「6年生問題」

普通の小中学校（連携型）と施設一体型一貫校（一体型）を比較した子
どもアンケート調査（2018年）
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し
か
し
そ
の
中
で
、
行
政
の
嘘
を
見

抜
い
て
地
域
の
学
校
を
守
ろ
う
と
す
る

地
域
組
織
と
自
分
た
ち
の
学
校
を
守
り

た
い
教
師
た
ち
の
共
同
が
生
ま
れ
、
大
き

な
勢
力
と
な
っ
た
。
多
く
の
学
校
が
守
ら

れ
た
。
2
0
1
5
年
に
デ
イ
エ
ッ
ト
高
校

が
廃
校
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、
12
名

の
親
・
祖
母
と
地
域
活
動
家
が
ハ
ン
ガ
ー

ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
し
て
結
局
学
校
が

存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
市
教
委
は

新
た
に
予
算
を
つ
け
た
「
持
続
可
能
な

地
域
学
校
（
S
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e 

C
o
m
m
u
n
i
t
y　

S
c
h
o
o
l
）

と
言
う
、
学
校
を
存
続
さ
せ
貧
困
対
策
も

重
点
化
し
て
い
く
制
度
を
導
入
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
、
デ
イ
エ
ッ
ト
高
校
も
認
可

さ
れ
た
。
地
域
の
学
校
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
に
と
っ
て
重
要
な
も
の

で
あ
る
。

大
阪
市
は
日
本
の
中
で
も
、
地
域
住
民

と
教
職
員
組
合
の
教
師
た
ち
が
手
を
携
え

て
統
合
問
題
に
対
抗
し
続
け
て
い
る
最
も

進
ん
だ
ケ
ー
ス
の
1
つ
だ
と
思
う
。
教
師

た
ち
が
地
域
の
運
動
か
ら
多
く
の
こ
と
を

学
ん
で
い
る
の
は
シ
カ
ゴ
市
と
同
じ
で
あ

ろ
う
。

学
校
統
廃
合
で
「
３
密
」
悪
化　

住
民
合
意
な
く
工
事
強
行
！

コ
ロ
ナ
の
「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
発
令
さ
れ
て
い
た
4
月
20
日
に
、

大
阪
市
は
住
民
合
意
が
な
い
ま
ま
「
小
学
校
統
廃
合
」
の
工
事
を
強
行

し
て
い
ま
し
た
。
生
野
区
（
西
部
）
の
12
の
小
学
校
と
5
つ
の
中
学
校
を

4
校
に
再
編
す
る
「
学
校
再
編
」
計
画
が
4
年
前
に
発
表
さ
れ
、
住
民

の
反
対
で
な
か
な

か
す
す
ま
な
い
な

か
、
11
学
級
以
下

の
小
規
模
校
を
統

廃
合
す
る
「
条
例

改
正
」
ま
で
し
て

強
引
に
す
す
め
て

い
る
の
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
後
は

全
行
政
区
の
統
廃

合
に
着
手
す
る
計

画
で
す
。
コ
ロ
ナ

で
の
学
校
の
「
３

密
」
対
策
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、

ま
さ
に
逆
行
す
る

暴
挙
で
す
。

大
阪
市
立
小
学
校
の

適
正
規
模
の
確
保
に
関
す
る
規
則

2
0
2
0
年
3
月
19
日
制
定

（
適
正
配
置
対
象
校
の
区
分
） 

第
3
条 

適
正
配
置
対
象
校
に
つ
い
て
は
、
毎
年

5
月
1
日
現
在
の
学
校
現
況
調
査
、
住
民
基
本

台
帳
等
を
勘
案
し
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
区
分

す
る
。 

（
1
） 

複
式
学
級
を
有
す
る
学
校 

（
2
） 

前
号
に
掲
げ
る
学
校
を
除
き
、
児
童
数
が

1
2
0
名
を
下
回
り
、
今
後
と
も
児
童
数
が

1
2
0
名
以
上
に
増
加
す
る
見
込
み
が
な
い

学
校 

（
3
） 

児
童
数
が
1
2
0
名
以
上
で
あ
る
が
、
今

後
児
童
数
が
1
2
0
名
を
下
回
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
学
校 

（
4
） 

前
3
号
に
掲
げ
る
学
校
を
除
き
、
全
て
の

学
年
に
お
い
て
単
学
級
で
あ
り
、
今
後
と
も
全

て
の
学
年
に
お
い
て
単
学
級
で
あ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
学
校 

（
5
） 

7
学
級
以
上
11
学
級
以
下
で
あ
る
が
、
今

後
全
て
の
学
年
に
お
い
て
単
学
級
に
な
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
学
校

（
6
） 

今
後
７
学
級
以
上
11
学
級
以
下
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
る
学
校

「緊急事態宣言」の最中に工事が強行された西生野小学校
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11学級以下（通常学級）の小学校
区 小学校 通常 支援 計 児童数 区 小学校 通常 支援 計 児童数

北

滝川 10 3 13 267
東淀川

新庄 11 5 16 296
西天満 10 2 12 264 大隅東 9 4 13 250
菅北 11 4 15 265 大隅西 10 5 15 286

豊崎東 10 5 15 259

東成

東小橋 6 1 7 135
豊崎 6 4 10 169 大成 8 3 11 226

都島 内代 6 5 11 179 中道 7 5 12 204

福島
海老江東 11 3 14 287 北中道 7 5 12 214
海老江西 6 2 8 143 中本 10 3 13 244
上福島 8 4 12 187 今里 6 1 7 145

此花

四貫島 6 4 10 176

生野

北鶴橋 6 2 8 112
伝法 11 4 15 264 御幸森 6 1 7 88
梅香 9 2 11 258 鶴橋 6 2 8 159

春日出 10 7 17 286 東桃谷 7 2 9 220

中央
高津 6 3 9 154 勝山 7 2 9 211
南 6 3 9 171 林寺 6 3 9 101

開平 8 3 11 232 生野 6 4 10 182

西

九条南 9 3 12 228 中川 11 2 13 308
九条東 6 4 10 143 小路 10 2 12 256
九条北 8 5 13 228 東小路 10 2 12 241
明治 11 5 16 327 田島 7 3 10 205

港

磯路 10 3 13 279 舎利寺 7 3 10 191
八幡屋 6 4 10 194 生野南 6 5 11 180
築港 6 3 9 152 西生野 6 1 7 92

南市岡 9 4 13 269
旭

生江 6 2 9 118
港晴 6 2 8 196 城北 11 4 15 272
池島 6 5 11 141 高殿南 7 4 11 212

大正

三軒家西 6 3 9 135
城東

今福 6 6 12 155
中泉尾 9 3 12 238 中浜 6 4 10 186

南恩加島 11 3 14 252 森之宮 6 2 8 92
鶴町 11 3 14 254 阿倍野 金塚 6 3 9 185

泉尾北 11 3 14 264

住之江

北粉浜 8 2 10 209
小林 7 2 9 201 住之江 11 5 16 278

天王寺
味原 8 － 8 207 平林 6 4 10 156
生魂 10 2 12 245 南港光 8 4 12 240

浪速

栄 7 2 9 199
住吉

東粉浜 11 3 14 342
難波元町 7 3 10 185 遠里小野 7 2 9 198

大国 6 4 10 123 苅田南 9 4 13 262
敷津 6 3 9 119

東住吉

東田辺 10 4 14 279

西淀川

柏里 11 3 14 271 矢田東 11 5 16 277
福 6 3 9 138 矢田西 7 4 11 215
佃 10 4 14 298 矢田北 6 3 9 147

歌島 9 2 11 227 湯里 7 4 11 198
出来島 10 4 14 273

平野

長吉南 11 6 17 300
佃南 4 1 5 59 長原 6 3 9 189

淀川

神津 11 6 17 322 瓜破東 9 4 13 255
野中 11 5 16 275 瓜破西 11 6 17 296
十三 6 3 9 155

西成

天下茶屋 9 4 13 254
西中島 6 2 8 73 玉出 9 3 12 271
木川南 6 1 7 151 梅南津守 7 5 12 225

新東三国 8 2 10 247 松之宮 6 3 9 108
長橋 6 2 8 176

北津守 6 2 8 91
「令和元年度学校現況調査（令和元年 5 月 1 日現在）」（大阪市）より作成



学校をさらに「密」にする、
統廃合について考えましょう

新型コロナウイルスによる休校で、子どもたち
は大人の想像をはるかに超える身体的、精神的
な負担を抱えて学校が始まるのを待ちました。
大阪市は今年（2020年）2月に条例で小学校

の「適正規模」を決め、120人以下や11学級以
下の学校の統廃合を行政主導で「力づく」（毎日
新聞）で進めようとしています。そして5月市議

会ですでに2校の廃校を決定しました。
WHOは100人を上回らない学校規模がよい

とし、文部科学省が「2m」の間隔をとる「衛生
管理マニュアル」を発表しています。大阪市は
小規模校が多いので統廃合を進めなければなら
ないとしていますが、子どもにとって、地域にとっ
ての学校の役割をもう一度考えましょう。

小規模校では子どもが
かわいそう？

小規模校では「切磋琢磨」できない。社
会性が育たない。クラス替えができないの
で、人間関係が固定化する。これからは〝新
しい学び〟〝対話的な学び〟が必要と言わ
れており、一定の人数が必要。小学校で始
まる、英語、プログラミング学習ができない。
小中一貫校で素晴らしい教育ができる。
小学校統廃合の理由についてよく聞く話

です。子どもたちの実際を見てみましょう。
⇒⑥⑦ページを参照ください

つくば市（茨城県）は2018年に9校を廃校にし、
3校の大規模な義務教育学校を設置しました。「検
証委員会」が、一貫校は「中一ギャップ」の解消
の効果はほとんどなく、むしろ新しく「小6問題」
が出ているのではないかという問題提起をし、見
直しが始まりました。
「6年生問題」とは、同じ学校に中学生がいるこ
とで、小学校の最高学年である6年生がリーダー
として活躍できず、その時期に獲得する自己有用

感などを獲得できないことが懸念される問題で
す。また、中学入学時に気持ちの切り替えなど「リ
セット」ができず、中学時代の充実感にも差が出
ることが検証されています。
つくば市では、小中一貫教育で導入された「四・
三・二制」の区切りを止めて小中
学校分離の「六・三制」に戻す、
小学校卒業式・中学校入学式も行
うことを教育長が表明しています。

大阪市は、なぜ学校統廃合を
するのですか？

学校統廃合のねらいは、子どもたちのため
ではなく、学校数と教師を減らして教育費を
減らすことにあります。
国や行政が、少子・高齢化、公共施設の
老朽化などの課題を口実にして「コンパクト
シティの推進」や「公共不動産のあり方」の
見直しを迫っています。「生野区西部地域の
学校跡地を核としたまちづくり構想」でも学
校跡地を民間会社に委ねる計画を着々と進
めています。

「6年生問題」小中一貫校を見直したつくば市



学校をさらに「密」にする、学学校校 るる、、
統廃合について考えましょう

不登校・いじめは大規模校で増加の傾向

不登校やいじめの発生率は、
大都市部や大規模校では増加
し、その傾向が拡大していま
す。また大阪市の不登校は全
国平均より高い状況です。統
廃合で学級規模・学校規模を
大きくすることは心配です。

※大阪市立小中学校の不登校の状況について（大阪市総合教育会議資料2020
年1月15日）

一人ひとりの力が
発揮できる少人数学級

少人数学級では、子ども一人ひとりの発
表の回数が増えるなど、活動量が多くなり
ます。教師の目がゆきとどき一人ひとりに
あった質問、受け答えができ、子ども同士
の交流の質も高くなります。
学校行事でも一人ひとりが役割を持っ

て、責任を果たす機会が多くなり、自主的・
協力的な態度が育成されます。

小規模校の子どもたちの
学力は高くなる

文部科学省の全国学力調査（中学3年生）で、
全学年が「単学級」で生徒数約60人の小規
模中学校の正答率、とりわけ国語、数学が全
国平均を上回っており、中でも「応用力問題」
の正答率が顕著であったことが示されていま
す。
また、岩手県教育委員会は、異年齢で構成
する「複式学級」について、相手の立場や気
持ちを尊重する気づきや感じ方が身につくこ
と、主体的・対話的（双方向）に活動する力
が身につくことを挙げ、「複式学級」の児童の
方が2年連続で学力が高い結果が出た（2018
年）と報告しています。

大阪市 大阪市



新型コロナウイルスの感染拡大で分かったこと

があります。

医療、介護、子育て、教育を充実させることは

生産性とか効率化よりも大切だということです。

子どもたちに大きな負担をかけた休校が終わり、

6月から学校が再開しました。

6月前半は〝分散登校〟となり、行動が様々に

制限される問題はありましたが、「落ち着きが無

かった子が、少人数の学級でがんばっている」、「不

登校だった子が学校に行くようになった」などの

声が保護者、学校から聞こえてきました。

40人学級が子どもたちに大きな負担をかけてい

たのではないでしょうか。

欧米では20人学級は当たり前。小学校は100人

程度がよいと言われています。

子どもたちにゆきとどいた教育を求める声が、

コロナ危機のもとでいっそう広がっています。全

国で20人学級を実現するためには1兆円必要との

試算があります。予備費10兆円を活用し20人学

級を実現しましょう。大阪市で先行して20人学級

をの声を上げましょう。

落ち着きが無かった子が、変わった！
コロナ危機のもと、

これからの学校は20人以下学級で

教室での子どもたちの身体的距離

文部科学省　学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～2020.6.16 Ver.2　より作成

●7



○	小規模校、少人数学級の良さをあげると
…（文部科学省、国立教育研究所（当時）、岩

手県教育委員会の報告から）

① 「個」に応じた指導、発問回数増、発表時間の

余裕。

② 異学年の交流、学年を超えた「学びあい」が

できる。

③ 「伝え合い」「学びあい」、「共同学習」ができる。

④ 上学年のリーダーシップ、下学年生は向上心が

育つ。

⑤ 主体的・対話的に活動する力が身に付く。

⑥ 不登校が少ない。いじめの発生率が低い。

橋下市長　市立小1/3が
統廃合対象
14年度末めど　再編プラン

指示（2012年1月5日毎日

新聞から）

　「子供たちのため、統廃

合は喫緊の課題なのに、住

民の合意がどうのこうのと

言っていたら何も進まない。

学校選択制で選別にさらし、

統廃合を促すしかない」

＜資料＞　毎日新聞2012年1月5日

○	小学校でそろばんを教える生野区の町会
長さん

　20人だと全員が視野に入り、指の動きまで見え

るんです。一人ひとりに教えることができます。

○生野区のつどいで、町会長さん
　「（人数増えたら）成績上がりますよ。切磋琢磨

したら」本当でしょうか？　いま塾に通わせてい

る方、少人数制でしょ。子どもは小さな人数の所

で教育した方が成績が上がるんですよ！

小さくてもきらりと輝く学校
小規模校、少人数学級の良さとは？

橋下元市長「統廃合は住民合意では進まない」

●6



メ　モ

① 学校の規模が小さいほど教育効果が高まること

を実証した「1966年コールマン報告」

② 学級の規模が小さいほど教育効果が高まること

を実証した「1982年グラス・スミス曲線」

	保護者・地域の合意なしの
	 学校統廃合は許されない

そもそも学校教育は、子どもの実態、子どもや

保護者の願いをもとに、教育の主権者である子ど

も・保護者と、教育の専門職である教職員が話し

合い、協力してすすめる営みです。

憲法26条では、次のように規定しています。

（教育を受ける権利と受けさせる義務）

第26条　すべて国民は、法律の定めるところにより、

その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有

する。

２　すべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を

負ふ。義務教育は、これを無償とする。

子どもは教育を受ける権利を持っています（憲

法26条の１項）。

保護者・国民にとっては教育を受けさせる義務

（憲法26条の２項）となり、子どもの権利と保護

者の義務という関係になっています。

同時に保護者・国民は「教育を受けさせる義務」

を果たすために、国や地方自治体に教育条件の

整備を求める権利があります。そして国や地方自

治体は教育条件を整備する義務を負っているので

す。

教員は、「保護者の権利であり義務」を付託さ

れて、専門職として子どもたちに教育活動を行い、

地域住民は子どもの安全をはじめさまざまな面で

学校教育を支えているのです。

このように、保護者・地域住民との話し合いや

合意を抜きにした学校統廃合は許されず、子ども・

保護者の声が大切にされる学校こそが求められて

います。

＜憲法26条＞

全国でも「条例」で小学校統廃合をすすめる地

方自治体は、大阪市以外には存在しません。

それは、学校を統廃合するかどうかは、何より

も子どもの教育にとってどうなのかを第一に考え

て、保護者・地域住民との十分な話し合いと合意

を大切にしているからです。文部科学省も、保護者・

地域との合意形成の重要性を指摘しています。

学校は教育施設という役割だけでなく、地域の

文化・コミュニティー施設、防災拠点としての役

割も担っており、地域の宝です。

「条例」を理由にした学校統廃合の押しつけを

許さず、子ども・保護者の声が大切にされる学校

へ、取り組みをすすめましょう。
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職員の信頼関係を深めています。大阪市教育委員

会も、「一般に小規模校は『児童一人ひとりの生

活実態を把握しやすい』『学校としてまとまりやす

い』などの利点がある」と述べ、保護者や地域住

民からは「小規模校で十分満足している」「学校

が地域コミュニティーの核となっている」などの

意見が出ていると指摘しています。

「人間関係が固定化されるのでは…」「競争心が

育たないのでは…」などを危惧する声もあります

が、多くの小規模校では、運動会の競技や演技を

隣接学年で一緒に実施したり（徒競走は学年別）、

必要に応じて2学級合同で授業をしたり、異年齢

集団で校内清掃をしたり、全学年で遠足に行き、

異年齢集団でオリエンテーリングしたりするなど、

学校独自の特色を生かした指導の工夫を積み重

ね、個性豊かな学校教育をすすめています。また、

１学級の子どもの数が少ないほど、一人ひとりの

子どもが発表・活躍する機会が増え、学習への理

解も深まります。教員は子どもの課題やつまずき

を早く把握し、学習内容を確実に定着させること

ができます。

学校は子どもたちが安心して心を開き、人権が

尊重され、人間的な信頼関係を深める場です。ま

た、子ども一人ひとりの個性が大切にされ、豊か

に学べる場でなければなりません。

＜国際的には学校規模は100人程度が適正規模＞
＊世界保健機関（WHO）は、 世界各地から「学校

規模と教育効果」について研究した論文を集めて、

多面的に分析し、その結果をまとめて公表してい

ます。WHO の学校規模についての結論は、「教育

機関は小さくならなくてはならない。…100人を上

回らない規模という点で意見が一致している」と

述べ、100人を上回らない規模が望ましいとして

います。

＊初等教育（小学校）の学校規模の国際比較（「ユ

ネスコ文化統計年鑑1999」）では、フランス99人、

フィンランド101人、イタリア140人、メキシコ

152人、イギリス190人、中国223人など、初等

教育の学校規模は100～200人程度が国際標準で、

1学年1学級程度でクラス替えがないことが一般的

です。それに対して日本は300人を超え322人と

諸外国の2～3倍です。

初等教育の学校規模の国際比較

＜小さい学校・学級ほど教育効果が高い＞
＊「小さな学校」「小さな学級」ほど、学習意欲

や態度が積極的になり、子どもたちの人間的成長

にとって効果的であることが、過去の研究でも実

証されています。小規模校では、一人ひとりの子

どもに教職員の目が行き届き、人間関係が深まり、

子どもの成長・発達にとって有意義な面が数多く

あるのです。
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ンを活用した教育活動がやりやすく、感染拡大や

学習の遅れなどへの不安が大幅に減ります。

※教室での身体的距離⑦を参照ください

全国には大阪市をはじめ20の政令指定都市があ

ります。そのうち6市が小学校と中学校の全学年で

少人数学級を実施し、堺市など4市が小学校また

は中学校の全学年で少人数学級を実施。6市が小

学校3年生以上に少人数学級を部分的に実施して

おり、大阪市のつめこみ学級は全国最悪です。

新型コロナウイルス感染の不安が続くもとで、

子ども・保護者の願いは、学校統廃合の押しつけ

ではなく、20人学級など教育環境を整備すること

です。

＜政令指定都市の少人数学級実施状況＞　
大阪だけが府（県）・市とも独自施策を行わず

少人数学級実施状況 政令市名・都市数

小・中学校の全学年で少
人数学級を実施

6市（千葉市、新潟市、
静岡市、浜松市、京
都市、岡山市）

小学校または中学校の全
学年で少人数学級を実施

4市（堺市、仙台市、
広島市、北九州市）

小学校3年生以上の一部
学年で少人数学級を実施

6市（札幌市、名古屋
市、神戸市、福岡市、
熊本市、さいたま市）

小学校3年生以上は少人
数学級を実施せず

4市（横浜市・川崎市・
相模原市は一部限定実
施、大阪市は何もせず）

「2019年全日本教職員組合調査」

＜世界の流れは小学校1学級20人程度＞
OECD（経済協力開発機構）の調査「図表で

見る教育2019年版」では、「初等教育（小学

校）の1学級の児童数」はルクセンブルク15人、

ギリシャ17人、イタリア18人、アメリカ21人

で、日本は平均27人。日本は、チリ・イギリス

の28人に次いで33カ国中3番目に１学級の児

童数が多い国です。

EU 加盟国平均は20人、OECD 加盟国平均は

21人で、世界の流れは20人程度となっています。

初等教育（小学校）の1学級の児童数

OECD（経済協力開発機構）の調査「図表で見る教育
2019年版」より作成

	人権を尊重し、個性豊かな
	 教育をすすめる小規模校

小規模校に勤める先生は、学校のすべての子ど

もの名前を覚えることが可能です。子どもたちは、

多くの教職員に顔と名前を覚えてもらい、見守ら

れながら豊かに学習し、子ども同士、子どもと教
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	新型コロナで学校は
	 どうなっているの？

新型コロナウイルス感染が広がり、大阪市では

2月末から幼稚園、小中学校が休校。ようやく5月

中旬より週1～2日2時間程度、「フィジカル・ディ

スタンス（身体的な距離）」を保つために1教室に

10～15人程度が集まる分散登校が始まりました。

そして、6月1日からは午前と午後の2組に分か

れて、1教室に20人までが集まり、1日2時間程度

の授業を再開。15日からは「40人の密集状態」で

通常の授業に戻りました。しかし、新型コロナウ

イルス感染防止のために、1～2ｍの「フィジカル・

ディスタンス」の確保、休み時間ごとの手洗い・

うがいはもとより、体育科では身体が接触する運

動はしない、音楽科では歌は歌わない、4年生以

上はプール水泳を行わない、林間指導や社会見学

は中止するなど、学習活動にさまざまな制約が課

せられています。

そもそも「40人学級」では、1～2ｍの「フィジ

カル・ディスタンス」の確保は不可能で、新型コ

ロナウイルス感染症対策専門家会議の「新しい生

活様式」（①最低1ｍの身体的距離の確保、②マ

スクの着用、③手洗い）と大きく矛盾しています。

	学校統廃合の押しつけをやめ
	 少人数学級の拡充を

学校は再開されましたが、新型コロナウイルス
感染の治療薬やワクチンの開発・活用にはなお長
期間を要し、今後も新型コロナウイルス感染の不
安にさらされます。ただでさえ子ども・保護者は、

「学習の遅れをどうするのか」「再び休校にならな
いか」など、学校教育への不安を募らせています。
このような時に、慣れ親しんだ小学校を統廃合し、
教室をいっそう「蜜集」状態にすること、子ども
同士の親密な人間関係をこわし、子ども・保護者
をさらに不安に陥れることは許されません。

今求められることは、子どもたちの心身のケア

と豊かな学び・安心安全な学校生活を保障するこ

とです。そのためには、全国最悪のつめこみ学級

制度（3年生以上40人学級）を見直し、どの子も

豊かに学べるように教育環境を整備することです。

教員を増やして当面20人程度で授業を行い、それ

をもとに少人数学級制度を拡充すれば、感染防止

のための「フィジカル・ディスタンス」は保たれ、

一人ひとりの子どもに教職員の目が行き届き、個

性が大切にされる教育がこれまで以上にすすみま

す。少人数の授業で学習理解がすすみ、オンライ

コロナ危機のもとでの「学校の新しい
生活様式」は20人以下学級
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コロナ危機のもとでの
「学校の新しい生活様式」は

20人以下学級

大阪市をよくする会
〒530-0041　大阪市北区天神橋1-13-15
Tel 06-6357-6139　Fax 06-6357-5303

20人以下学級20人以下学級


